
資料２ 

①

固定資産納税通知書を活用した空き家対策への取組について 

 

 空き家の適正管理を促進するため、固定資産税納税通知書送付時に空き家関連チラシを同封する取組や、

固定資産税納税通知書に空き家関連記事を掲載するため、来年度実施に向けて税務課と調整を行っていま

す。 

① 固定資産税納税通知書発送時に同封するチラシ（発送時は色紙使用） 

② 固定資産税納税通知書への空き家関連記載例 

チラシ例 

管理が十分でない空き家には、法律       空き家を放置するといろいろな問題が！ 

や条例に基づき、家屋の修繕や雑草の  ☞ 老朽化による倒壊や、屋根や壁の崩落に 

刈り取りなどを助言・指導しています。     よる通行人や近隣への被害 

近隣住民や周辺環境に配慮した適正  ☞ 不審者の侵入や放火による火災の恐れ 

な管理をお願いします。            ☞ 動物のフンや尿などにより不衛生に 

 管理不全空き家を増やさない取組   ☞ 樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出して通行人 

日本中で空き家の増加が問題となってい    への妨害や、害虫の大量発生 

ます。特に高齢者単独のお住まいでは、  ☛ 空き家が原因で他人がケガをした場合、所有者へ 

「我が家の将来」についてご家族で話し合   損害賠償を問われる可能性があります。 

っておきましょう。 

（空き家に関するお問合せ先）産業建設部 都市計画課 0567（55）7126 

 

② 

記載例 


